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１ 重点取組の状況について

〔重点取組１〕 地域における福祉活動の推進・支援

取組 令和３年度 令和４年度 令和５年度

地域の「話し愛、支

え愛」推進事業の実

施（市・市社協）

【Ⅰ－１－１～４】

 モデル地区を令和4年度までの2年間、2地区(城北・湖南)指定し、住民同士が

出会い参加する場、地域の様々な相談を受けとめる場、安心して過ごせる居場

所などを活用した情報共有の場づくりを支援した。コロナ感染防止に伴い活動

に影響があったが、顔の見える関係づくりと地域住民同士の交流を進め、多様

な担い手による重層的な生活支援活動の展開を図った。

 モデル地区指定2年目となり、引き続き各地区において、コロナ感染予防に

留意しながら、地域課題の具体的な対応策や支援の方法を協議し、実践に移し

た。

 【取り組み内容】

ア 城北地区

（ア）「城北地区支え合いネットワーク」の作成

   地区内の困りごとの相談先や集いの場、各種団体の紹介パンフレットを作

成(令和5年3月末に全戸配布予定)

（イ）マルシェ(朝市)の開催

  会場:城北地区公民館(4月から12月まで月1回開催)

イ 湖南地区

（ア）共助交通の立ち上げの検討及び試験運行

  買い物や通院等の困難者に対し、地域住民が中心となって共助交通が実施

できないか検討し、他地区への視察等を踏まえ試験的に運行した。試験運行の

利用者や地区住民の意見、要望等を聞き取りながら、県や市、アドバイザーの

助言を受け実施に向けて協議中

（イ）スマートフォン相談会の開催

  学生ボランティアの協力により、スマートフォンの使い方や活用方法等の

相談会を開催した。

 2地区を選定し事業を推進する。また、令和3年度指定の2地区について、指

定期間が終了となるが、指定期間中にコロナ感染症が発生し感染防止のため十

分に活動できなかったことから、特例として指定期間を1年間延⾧することと

した。

地域包括ケアシステ

ム推進連絡会の開催

（市・市社協）【Ⅰ

－1－１】

第１層協議体としての取り組み

市（⾧寿社会課・地域包括支援センター・中央人権福祉センター等）、鳥取市

社会福祉協議会、介護事業者等が集まり、毎月１回地域包括ケアシステム推進

連絡会（第１層協議体）を開催し、本市における高齢者の生活支援・介護予防

サービスの体制整備に向けた協議を行った。

構成組織

・市⾧寿社会課

・市地域福祉課

・市中央地域包括支援センター

・市中央人権福祉センター

・認知症地域支援推進員

・（社福）地域でくらす会

・県東部医師会在宅介護医療連携室

・鳥取東保健センター

・（社福）県社会福祉協議会地域福祉部

・（社福）市社会福祉協議会

ア 第1層協議体(鳥取市地域包括ケアシステム推進連絡会)

 令和4年度から重層的支援体制整備事業が本格的に開始されることに伴い、

本連絡会の在り方、方向性も含めあらためて市担当部署や関係機関と検討、協

議を行った。

イ 第2層協議体設置の取り組み(鳥取地域)

（ア）江山学園校区「健康と暮らしを考える会」

（イ）東中学校区福祉保健関係機関連絡会

（ウ）地域包括支援センターとの取り組み

（エ）市保健所との話し合い

ウ 第2層協議体設置の取り組み(新市域)

 新市域での地域包括ケアシステム推進連絡会設置に向けて市社会福祉協議会

各総合福祉センター及び地域支え合い推進員が中心となり取り組みを進めた。

 設置地域

令和元年度  用瀬町

令和2年度  気高町

令和3年度   佐治町、河原町

令和4年度   国府町・福部町・鹿野町・青谷町

令和３年度・４年度の実施状況と５年度の計画の取組について
※【〇－〇－〇】は計画の項目番号〔基本目標－基本計画（大項目－小項目）〕 参考資料１で確認ください。
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取組 令和３年度 令和４年度 令和５年度

高齢者の保健事業と

介護予防の一体的事

業（市・市社協）

【Ⅰ－1－３】

 高齢者の心身の多様な課題に対応するため、介護保険の地域支援事業と国民

健康保険及び後期高齢者医療保険の保健事業を一体的に実施する取り組み。特

に、フレイル（心身の虚弱）対策に着目した支援を通して地域で活躍する元気

な高齢者の増加を図る。

 ⾧寿社会課鳥取市中央包括支援センターに企画調整員として保健師を１名配

置し、国保データベース（ＫＤＢ）システムや健康と暮らしの調査結果等を活

用した地域分析を基に令和３年度は３地域（南・江山・湖東中学校区）を選定

し支援を実施した。

 具体的には、健康・子育て推進課の看護師２名及び市社協職員、その他各地

域包括支援センターの専門職や地区担当保健師等による多機関協働体制によ

り、地域のサロン等の通いの場における集団支援（フレイル状態の把握・健康

教育・健康と暮らしを考える会の開催）を実施。また、健康・子育て推進課の

看護師により、低栄養及び身体的フレイル対象者や糖尿病性腎症重症化予防事

業対象者へ個別支援を行った。

 令和４年度は１１圏域（北・国府・高草・河原・用瀬・佐治・青谷中学校区

を追加）を選定し支援を実施した。令和３年度の取り組みを継続し対象圏域を

拡大して、引き続き市社協等職員との協働体制で行った。また、鳥取市医療看

護専門学校との連携により、フレイル予防教室において多世代交流も行うこと

ができた。

 低栄養及び身体的フレイル対象者への個別訪問支援は、鳥取市中央包括支援

センターに管理栄養士を追加配置（令和４年８月以降）、さらに介護支援事業

所の作業療法士へ一部委託して実施体制を拡充した。また、糖尿病性腎症重症

化予防事業対象者への支援では、保険年金課医療費適正化推進室及び健康・子

育て推進課の看護師だけではなく、歯科衛生士とも連携して支援を行った。

 令和５年度は１２圏域（桜が丘中学校区を追加）を選定し支援を実施する予

定。令和４年度の取り組みを継続し、対象圏域を拡大して実施。

令和４年度に⾧寿社会課で実施した各調査（高齢者のニーズ調査等）の分析結

果をもとに、市社協職員や地域包括支援センター等関係機関と地域アセスメン

トに取り組みたいと考えている。

今後の全市域でのフレイル予防支援の展開に向け、官民学連携をはじめとする

地域のネットワークづくりの強化を図りながら実施体制を整えていく予定。

ふれあい・いきいき

サロンの見直し（市

社協）【Ⅰ－１－

４】

令和２年度実施したアンケート結果を考慮し新たな助成制度へ移行した。

〔重点取組２〕 福祉学習の推進と担い手づくり

取組 令和３年度 令和４年度 令和５年度

実践型学習への転換

を図る取り組みの開

始（市社協）【Ⅰ－

３－２】

福祉学習を企画、立

案、実施する場（プ

ラットフォーム）の

支援（市社協）

【Ⅰ-３-１】

 福祉学習の実施状況

 学校においては、従来型の福祉体験から徐々に輪を広げ、福祉学習のプラッ

トフォーム構築のため、福祉学習の依頼があった学校や地域を中心に、地域内

の関係団体を巻き込み福祉学習事業を行った。

また地域においては、子どもから高齢者まで、住み慣れた地域でいきいきと暮

らしていくために、自分たちに何ができるか考える会を開催した。

ア 学校における福祉学習

高等学校 1校、小学校 8校

（ア）福祉学習の実施前に、地域の学校・団体・機関・住民・当事者等に趣旨

説明を行い、共同企画の場(企画会議)を設定し開催した。

（イ）実施内容:テーマを決めての座学、体験(高齢者疑似体験、車いす体験)、

グループ討議、意見交換等

イ 地域における福祉学習

  江山学園校区「健康と暮らしを考える会」

  美穂、大和、神戸の3地区において保健、医療、福祉の視点から、誰もが

みんなで支え合い、いきいきと自分らしく暮らし続けることができるよう具体

的に話し合う場を設定した。

  【参加団体】

まちづくり協議会、民生児童委員協議会、区⾧会、地区公民館、地域住民、

高齢者施設、人権福祉センター、地域包括支援センター、地区社会福

祉協議会、老人クラブ、健康づくり推進員、県社協、市、市社協

 福祉学習の実施状況

 令和3年度に引き続き、福祉学習の依頼のあった学校や地域を中心に、地域

内の関係団体の参画を促進し福祉学習事業を行った。

ア 学校における福祉学習

 中学校 1校

 小学校  12校

イ 地域における福祉学習

  江山学園校区「健康と暮らしを考える会」

  各地区が3回のグループワークの結果を踏まえ地域課題の解決のため具体

策やその実現に向け色々なアイデアを出し合った。

 学校で実施される福祉学習に地域の福祉関係者や当事者に企画段階から参画

いただき、福祉学習の基盤づくりを支援、推進する。

 地域では江山学園校区で実施した福祉学習を基本に、他地区での実施を促進

する。
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取組 令和３年度 令和４年度 令和５年度

各人権福祉センター

での福祉学習の充実

（市）【Ⅰ-３-３】

人権と福祉のまちづくり講座等を活用し、地域における新たな福祉学習を実

施。

人権と福祉のまちづくり講座等を活用し、地域における新たな福祉学習を実

施。

人権と福祉のまちづくり講座等を活用し、地域における新たな福祉学習を実

施。

〔重点取組３ 包括的支援体制の構築〕

取組 令和３年度 令和４年度 令和５年度

重層的支援体制整備

事業を活用した包括

的支援体制の整備

【Ⅱ－１－１・Ⅱ－

１－２】

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、生活困窮者のため

の地域づくり、多機関協働事業、参加支援事業等を実施

地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応するため、生活困窮者のため

の地域づくり、多機関協働事業、参加支援事業等を実施

地域包括支援セン

ターの充実【Ⅱ－１

－１】

地域密着型センターを令和３年１１月より新たに２カ所、令和４年１月より新

たに１カ所新規設置し、運営委託する地域密着型地域包括支援センターを７カ

所、直営の地域密着型地域包括支援センターを２カ所とした。

令和４年４月に地域密着型地域包括支援センターを新たに１カ所新規設置する

とともに、地域密着型地域包括支援センターを統括・後方支援する市直営の基

幹型包括支援センター１カ所を設置し、運営委託する地域密着型地域包括支援

センター９カ所、市直営の地域密着型地域包括支援センター１カ所、基幹型包

括支援センター１カ所とした。

市直営の地域密着型地域包括支援センター1カ所について令和５年度に公募に

より委託法人を決定して、令和６年４月から運営委託を開始し、市直営の基幹

型包括支援センター１カ所と運営委託の地域密着型地域包括支援センター１０

カ所とする予定。

地域福祉相談セン

ターによる相談対応

（市・市社協）【Ⅱ

－１－１】

 福祉課題を気軽に相談できるよう、社会福祉法人等に委託し２５カ所に設置

 令和２年度相談件数 ４５８件（相談分野としては、８０３件）

 福祉課題を気軽に相談できるよう、社会福祉法人等に委託し２５カ所に設置

 令和３年度相談件数 ４５８件（相談分野としては、８０３件）

 福祉課題を気軽に相談できるよう、社会福祉法人等に委託し２５カ所に設置

コミュニティ・ソー

シャル・ワーカーを

配置（市社協）【Ⅰ

－１－３】・【Ⅱ－

１－１】

専従のコミュニティー・ソーシャル・ワーカーを１名配置した。 重層的支援体制整備事業の本格的な実施をふまえ、市社協の所管課と総合福祉

センターへ地域福祉推進員(コミュニティ・ソーシャル・ワーカー)を配置し、

地域支え合い推進員と連携しながら、地域資源や課題を抱えている潜在的な

人・世帯、支援の届いていない人・世帯の把握、支援に努めた。

高齢者のみならず、障がい・生活困窮者など分野を特定せず、ニーズを解決に

つなげる地域資源を創出できるよう、地域福祉推進員(コミュニティ・ソーシャ

ル・ワーカー(ＣＳＷ))と地域支え合い推進員(ＳＣ)の役割を明確にし、連携を

強化する。

地域福祉推進員(ＣＳＷ)の役割 ＳＣの役割

・福祉サービスでは解決が難しい問題や、複数の課題が絡み合った問題などに

対し、専門機関と連携して対応(個別支援)

・個別課題を地域課題として捉え、地域で解決していく仕組みづくりを支援

 ・高齢者が日常生活で必要とするサービスの把握(地域課題及び資源)

・支え愛活動の支援や担い手の養成

・住民主体によるサービスの検討や整備の支援

鳥取市フードサポー

ト事業により、生活

困窮者等への食糧支

援の実施と体制の充

実（市）【Ⅱ－１－

２】

社会福祉法人の公益活動事業や企業の社会貢献活動との連携により支援体制の

充実を図り、生活困窮者をはじめ母子支援施設や更生支援施設への支援を実施

した。

社会福祉法人の公益活動事業や企業の社会貢献活動との連携により支援体制の

充実を図り、生活困窮者をはじめ母子支援施設や更生支援施設への支援を実施

した。

社会福祉法人の公益活動事業や企業の社会貢献活動との連携により支援体制の

充実を図り、生活困窮者をはじめ母子支援施設や更生支援施設への支援を実施

する。

中央人権福祉セン

ターの相談支援体制

の強化（市）【Ⅱ－

１－２】

自立相談支援事業に新規３事業（家計改善支援事業、就労準備支援事業、学習

支援事業）加え、複合的課題への対応力の強化を図った。

自立相談支援事業及び家計改善支援事業、就労準備支援事業、学習支援事業を

実施し、複合的課題への対応力の強化を図った。

自立相談支援事業、家計改善支援事業、就労準備支援事業、学習支援事業に住

居確保事業を加え、複合的課題への対応力の強化を図る。
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取組 令和３年度 令和４年度 令和５年度

生活困窮者自立支援

法に基づく支援会議

の設置、開催（市）

【Ⅱ－１－２】

地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を他機関の協働に

より整備し、生活困窮者に対する適切な支援を図るため市１６部署を構成員と

した支援会議を設置した。

地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を他機関の協働に

より整備し、生活困窮者に対する適切な支援を図るため関係各課を構成員とし

た支援会議を運営した。

地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を他機関の協働に

より整備し、生活困窮者に対する適切な支援を図るため市関係部署を構成員と

した支援会議を運営する。

相談支援担当者会の

開催（市・市社協）

【Ⅱ－１－１】

人権福祉センター・人権福祉員と市社協・生活支援コーディネーターが合同に

よる相談支援担当者会を開催し、具体的ケースや連携のあり方について検討を

行った。

人権福祉センター・人権福祉員と市社協・生活支援コーディネーターが合同に

よる相談支援担当者会を開催し、具体的ケースや連携のあり方について検討を

行った。

人権福祉センター・人権福祉員と市社協・生活支援コーディネーターが合同に

よる相談支援担当者会を開催し、具体的ケースや連携のあり方について検討を

行う。

相談窓口ネットワー

ク会議の開催（市・

市社協）【Ⅱ－１－

１・２】

重層的支援体制整備事業の実施に向けた検討やヤングケアラーについての連携

スキームの協議を行った。

また、複合的課題を協議する体制を検討する相談支援包括化推進会議におい

て、複雑・複合的な課題について、事例検討を行った。

   構成部署：市８部署、市社協２部署

複合的課題を協議する体制を検討する相談支援包括化推進会議（社会福祉法に

基づく支援会議）において、複雑・複合的な課題の支援調整及び情報共有を

行った（８件、１２回）。

次期地域福祉推進計画の改訂に向け、協議を行う。

   複合的課題を協議する体制を検討する相談支援包括化推進会議（社会福

祉法に基づく支援会議）において、複雑・複合的な課題の支援調整及び情報共

有を行う。

「つながりサポー

ター」の養成（市）

【Ⅱ－１－１】

市民に呼びかけて、孤独・孤立支援についての研修を実施し、生きづらさを感

じる人のSOSに気づける人材の養成を行う。

・第１回養成研修 令和４年１２月４日

参加者は、地域のボランティア団体のメンバー、民生委員や大学生など約５０

人。

「孤独・孤立」問題の対策に取り組む専門家の講義やグループワークを通し

て、「伴走型支援」について学んだ。

養成研修を複数回開催予定

孤独・孤立対策官民

連携プラットフォー

ム（仮称）の構築

（市）【Ⅱ-２-２】

高齢、障がい、子ども、生活困窮といった分野別に分かれた福祉施策の狭間

で、近年、社会的に孤立する人の支援が課題となっていることから、こうした

方を早期に把握し、支援につなげるため、行政だけでなく、孤独・孤立対策に

係る知見や活動実績がある団体、事業、市民者と共に、対策を推進していくプ

ラットフォームを構築する。これにより、行政が把握できていない孤独・孤立

問題を把握し、支援を必要とする人をスムーズに支援できるよう、官民が連携

して取り組んでいく。

・準備会   令和５年2月2日

・立ち上げ式 令和5年3月20日

・孤独・孤立対策官民連携プラットフォームシンポジウムin鳥取 令和５年３

月１３日
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取組 令和３年度 令和４年度 令和５年度

複合的な課題に対し

て、福司サポートナ

ビを積極的に活用し

た課題整理の実施

（市社協）【Ⅱ－１

－２】

福祉施設職員等様々な利用者の困りごとを支援する支援者を対象に、法テラス

の

弁護士が解決に向けた支援をする。

開催回数 12回(毎月1回) 第３木曜日開催

福祉施設職員等様々な利用者の困りごとを支援する支援者を対象に、法テラス

の

弁護士が解決に向けた支援をする。

開催回数 12回(毎月1回) 第３木曜日開催

福祉施設職員等様々な利用者の困りごとを支援する支援者を対象に、法テラス

の

弁護士が解決に向けた支援をする。

開催回数 12回(毎月1回) 第３木曜日開催

２ その他の取組について

取組 令和３年度 令和４年度 令和５年度

地域食堂の実施箇所

数（市）【Ⅰ－２－

２】

令和３年度中はコロナ禍の影響等により新たに地域食堂が立ち上げはなく、市

内の地域食堂の実施個所数は１８個所。

４個所の地域食堂が立ち上げられ、市内の地域食堂の実施個所数は２２個所と

なった。

新たに３個所の地域食堂が立ち上げられ、市内の地域食堂の実施個所数は２５

個所となる見込み。

地域食堂ネットワー

クへの支援として事

務局体制の確立・強

化を図る補助の実施

（市）【Ⅰ－２－

２】

各地域食堂の継続的かつ安定的な運営を支援する地域食堂ネットワークへの支

援を行い、事務局体制と食材配布体制の充実を図った。

各地域食堂の継続的かつ安定的な運営を支援する地域食堂ネットワークへの支

援を行い、事務局体制と食材配布体制の充実を図った。

地域食堂をプラットフォームとして高齢者の買い物支援、学生ボランティアの

組織化などの活動を展開していきます。

地域食堂をプラット

フォームとした地域

課題解決の取組

（市）【Ⅲ－５】

各地域食堂の継続的かつ安定的な運営を支援する地域食堂ネットワークへの支

援を行い、事務局体制と食材配布体制の充実を図った。

各地域食堂の継続的かつ安定的な運営を支援する地域食堂ネットワークへの支

援を行い、事務局体制と食材配布体制の充実を図った。

企業へ社会貢献活動の提案を積極的に行い、多様な支援を活用するために、地

域食堂に必要な豊富な食材を確保するためのロジ拠点とハブ拠点の整備を図り

ます。

企業等による地域食

堂への支援（市）

【Ⅲ－６】

企業へ社会貢献活動の提案を積極的に行い、多様な支援を活用するために、地

域食堂に必要な豊富な食材を確保するためのロジ拠点とハブ拠点の整備を図っ

た。

企業へ社会貢献活動の提案を積極的に行い、多様な支援を活用するために、地

域食堂に必要な豊富な食材を確保するためのロジ拠点とハブ拠点の整備を図っ

た。

介護職員初任者研修

等の実施（市）【Ⅲ

-３】

中央人権福祉センターで実施する傾聴力養成講座を開催し地域福祉の担い手の

育成を図った。

傾聴力養成講座等の

実施（市）【Ⅲ-

３】

中央人権福祉センターで実施する傾聴力養成講座を開催し地域福祉の担い手の

育成を図った。

中央人権福祉センターで実施する傾聴力養成講座等の実施ににより地域福祉の

担い手の育成を行います。

避難行動要支援者支

援制度の取り組みの

推進（市）【Ⅲ－３

－５】

国が進めている災害対策基本法の改正に沿った取り組みや、福祉専門職との連

携などに取り組む。

国が進めている災害対策基本法の改正に沿った取り組みや、福祉専門職との連

携などに取り組む。

国が進めている災害対策基本法の改正に沿った取り組みや、福祉専門職との連

携などに取り組む。

更生支援関係機関連

携会議の開催（市）

【Ⅲ-７】

鳥取市再犯防止推進計画の策定について、更生保護機関、福祉支援機関、更生

保護活動に関係する団体等と協議

鳥取市再犯防止推進計画の見直しについて、更生保護機関、福祉支援機関、更

生保護活動に関係する団体等と協議
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取組 令和３年度 令和４年度 令和５年度

ひきこもり状態にあ

る当事者の居場所の

提供や相談対応を行

う支援拠点の設置及

び家族への支援

（市）【Ⅲ－２】

鳥取ひきこもり生活支援センター（県委託）へ専任相談員を配置した相談支援

を実施し、当事者が安心して利用できる居場所を開設している。また、ひきこ

もり状態にある人の家族に対し、家族教室を開催し「ひきこもり」についての

理解を深めるとともに家族同士で学習や交流、支援者による個別相談を行う。

鳥取ひきこもり生活支援センター（県委託）へ専任相談員を配置した相談支援

を実施し、当事者が安心して利用できる居場所を開設している。また、ひきこ

もり状態にある人の家族に対し、家族教室を開催し「ひきこもり」についての

理解を深めるとともに家族同士で学習や交流、支援者による個別相談を行う。

移動手段の充実

（市）【Ⅲ－４】

まちづくり協議会やＮＰＯ法人等が行う「交通空白地有償運送」の運行経費に

対する支援（５団体）・本格運行に向けた試験運行等支援（２団体）

まちづくり協議会やＮＰＯ法人等が行う「交通空白地有償運送」の運行経費に

対する支援（７団体）

高齢者等公共交通利用支援事業（路線バス定期券を半額の負担で利用可） 高齢者等公共交通利用支援事業（路線バス定期券を半額の負担で利用可）

鳥取市社会福祉法人

連絡会の開催（市社

協）【Ⅲ－１－１】

鳥取市内の社会福祉法人１４団体が、地域公益活動を積極的に推進することで

地域における様々な課題に対し、協力しながら対応できる仕組みづくりを目的

に令和２年１０月に設立した。令和３年度は、コロナ感染防止のため休止

今後の具体的な取り組みについて協議予定であったが、コロナ感染防止のた

め、休止。

３ 福祉関係の行政計画について

取組 令和３年度 令和４年度 令和５年度

鳥取市地域福祉推進

計画の中間見直し

◎主なポイント

ア 鳥取市再犯防止推進計画を内包

イ 重層的支援体制整備事業実施計画を内包

※鳥取市再犯防止推進計画は、再犯の防止等の推進に関する法律（平成２８年

法律第１０４号）第８条第１項の規定に基づき、鳥取市が再犯の防止等に関す

る施策の推進に関する計画を定めるもの

※重層的支援体制整備事業実施計画は、社会福祉法第１０６条の５第１項の規

定に基づき定めるもの。

令和７年度からの次期鳥取市地域福祉推進計画の改訂にむけ、住民アンケート

や関係機関への聞き取り等により、論点整理を行う。

第２期鳥取市子ども

の未来応援計画

策定

第２期鳥取市子ど

も・子育て支援事業

計画

改訂

第３期鳥取市子ど

も・子育て支援事業

計画（仮称）

策定に向けたニーズ調査

第９期鳥取市介護保

険事業計画・高齢者

福祉計画

策定

第３期鳥取市障がい

者計画及び第７期鳥

取市障がい福祉計

画・第３期鳥取市障

がい児福祉計画

策定


